
【研究活動】制限指針のレベルとRA・BIA・BCSの取扱い
発⽣段階 県の緊
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感染状況 部局対応

● 「Ⅰ海外発⽣期」までに部局でリスクアセスメント（RA）および
業務影響分析（BIA）の準備を完了しておく

● 「Ⅱ国内発⽣早期」までに被害想定を⾏い、RAとBIAの再整理をしておく

注 1. 県の緊急事態措置の◎、〇は以下の通り ◎ 感染拡⼤防⽌策の徹底フェーズ 〇 感染防⽌策と社会経済活動の両⽴フェーズ
注2. 制限指針のレベル1〜レベル2 の場合、部局において業務継続戦略策定プロセスは、RA→BIA→BCSまで⾏う。

レベル3の場合、部局においてRA→BIAまで⾏い、 本部（研究担当理事）はBCSを⾏い承認する。
*    RA︓リスクアセスメント（Risk Assessment）
**  BIA: 業務影響分析（Business Impact Analysis）
***BCS︓業務継続戦略（Business Continuity Strategy）
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発⽣

︓[中-⼩の間]

活動制限指針レベル 2 以下で部局決定するBCS決定シートを、毎⽉末⽇に研究協⼒部に報告していただく

2020年6⽉1⽇決定
2021年10⽉11⽇改定

※今後、新型変異株による新たな波の発⽣に備えて、発⽣段階Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳの順に応じて、制限指針の各レベルにおいて、業務継続戦略の
策定プロセスの対応を上表のとおり⾏う BCS決定➡レベル３のみ本部、レベル2以下は部局


